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４－１ 計画の区域 

   計画の区域は広陵町全域を基本としますが、バス交通が接続している大和高田駅、五位堂駅、

国保中央病院への路線沿線も含んだ区域とします。 

 

４－２ 計画期間 

本計画の期間は、早期に計画の実現を図るとともに、総合計画の計画期間との整合を図るた

め、平成 27 年度から 33年度までの７年間とします。 

 

４－３ 地域公共交通の活性化及び再生の推進に関する基本的な方針 

上位計画における将来都市像や公共交通施策の方針を踏まえ、持続可能な地域公共交通網の

形成に資する地域公共交通活性化及び再生の推進に関する基本的な方針を設定します。 

 

（１）まちづくりの方向性と公共交通の施策方針 

①広陵町都市計画マスタープランにおけるまちづくりの目標 

    今後の広陵町のまちづくりの目標を次のように設定しています。 

 

    表 まちづくりの目標 

目標 考え方 

「成長都市」から「成熟

都市」への礎づくり 

・量的な成長だけでなく、成熟、グレードアップに向け

たまちづくり。 

・安全性・利便性・快適性などの機能向上を図るための

まちづくり。 

住民生活をより豊かにす

る「環境都市」づくり 

・広域的な地域環境・地球環境を保全し、環境との共生

を基本として豊かな住民生活の実現化を図る。 

住民が安全・快適に住み

続けるための「生活都市」

づくり 

・人口の維持、定住・居住継続の促進が基本かつ大きな

テーマ。 

・全ての世代にとっての安全・快適な生活環境を構築し、

住民が住み続けたいと思うまちづくり。 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 計画の目標と方針 
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②都市計画マスタープランにおける将来都市構造 

   都市活動の拠点、それらを支える軸の形成を設定しています。 

   

   《都市活動の拠点》 

  地域 位置づけ 

役場周辺拠点 

・広陵町の中心、業務・サービス拠点として、公共公益施設（教育、

医療、官公庁施設等）や福祉施設、業務施設の整備・機能充実を図

るとともに、町内各地からのアクセス性の向上を図るため、駐車場

等の交通施設の整備や交通機関の確保など交通機能の強化に努め

る。 

・広陵町の顔となる拠点として、都市機能の充実に努める。 

真美ヶ丘拠点 

・真美ヶ丘ニュータウンの生活・文化拠点として、町民利用施設や文

化施設などの公益施設や、商業施設の更なる集積・機能向上に努め

る。 

箸尾駅周辺拠点 

・広陵町の北部に位置し、交通・商業拠点として、駅前広場・幹線道

路の基盤整備や、利便性を活かした商業＋中低層住宅地として計画

的な市街化に努める。 

中和幹線拠点 

・中和幹線と大和高田・斑鳩線の交差点付近の区域は、道路交通網の

拠点、広陵町への南及び東からの玄関口として、本町の地域特性を

活かしたサービス施設・商業施設の立地誘導等による機能向上に努

める。 

環境・健康拠点 

・葛城川付近については、クリーンセンター広陵を核として、環境・

リサイクル関連及び健康・スポーツ関連の施設の整備を進め、広陵

町の新旧住民が交流できる拠点としての機能向上に努める。 

 

 

《都市活動を支える軸》 

 軸 位置づけ 

都市軸 
・町域を貫くとともに、拠点間・市街化区域を結ぶ。 

・沿道景観、施設の立地誘導。 

自然環境軸 
・緑地や河川など、広陵町の代表的な自然資源が連なる。 

・水質の浄化、親水公園の整備、周辺の緑地等の保全。 
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図 広陵町の将来都市構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：広陵町都市計画マスタープラン 平成 25 年４月） 
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（２）地域公共交通の将来像と基本方針 

   上位関連計画における将来の市街地像、施策の方向性を踏まえ、本町の地域公共交通の将来

像と方針を次のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     鉄道・路線バスについては、通勤・通学、通院・買い物等の目的で町内だけでなく町外

へも移動する際の必要不可欠な公共交通のため、運行本数の維持を関係機関に働きかけ、

利便性の維持・向上を図ります。 

 

    

 

 

広陵町全体の公共交通ネットワークを総合的に捉え、近鉄・路線バス・広陵元気号の接

続を強化するとともに、他市町村の公共交通等との接続を図ることによって、利便性の高

い公共交通を確保します。 

 

 

 

     広陵元気号は、利用者や住民から運行本数等のサービスに対する改善要望が多いことか

ら、ルートや運行方式を見直します。 

 

 

 

     公共交通は、地域が守り育てるという理念のもとに、これまでのように地域が要望する

だけでなく、地域の「提案」に基づいて利用促進活動を行うなど、地域住民・行政・交通

事業者の協働により公共交通の維持・活性化を図ります。 

基本方針② 鉄道・路線バス・広陵元気号の接続及び他市町村の公共交通

等との連携強化 

基本方針③ 広陵元気号のサービスの見直し 

【地域公共交通の将来像】 

「まちづくりと連携して日常生活や観光利用に必要な公共交通を確保

することにより、定住促進・地域の活性化を目指す」 

基本方針① 鉄道・路線バスサービスの維持・向上 

基本方針④ 公共交通を守り育てる環境づくり 
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（３）公共交通が担うべき役割 

   上位計画におけるまちづくりの方向性を踏まえ、本町において公共交通が担う役割を次のよ

うに整理します。 

   

① 人口の維持、定住・居住の継続の促進 

まちづくりの目標である人口の維持、定住・居住の継続を図るうえで、公共交通の確保は

重要な要素となります。 

 

②広域交流の支援 

 近鉄大阪線の大和高田駅、五位堂駅までのアクセスとして、公共交通は不可欠です。公共

交通は、通勤・通学等の日常移動及び観光振興の面で、他市町と結ぶ重要な交通手段として

の役割を担っています。 

 

③都市活動の拠点へのアクセス確保によるまちづくりの誘導 

 公共交通は、都市活動の拠点間を連絡することにより、これらの拠点へのアクセス交通手

段として機能し、土地利用を誘導する役割を担います。 

 

④日常生活の支援 

 少子高齢化が進む中で、自動車を運転できない交通弱者にとっては、通勤・通学、通院、

買い物などの目的で移動するために、公共交通は必要不可欠です。 

公共交通は、町民が日常生活を送るうえで重要な役割を担っています。 
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４－４ 計画の目標 

   基本方針を実施するための具体的な目標を設定します。 

 

■基本方針に対応する目標 

基本方針に基づいて、次の目標の達成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針①、②、③及び④ 

①鉄道・路線バスサービスの維持・向上 

②鉄道・路線バス・広陵元気号の接続強化及び他市町の公共交通等との連携強化 

③広陵元気号のサービスの見直し 

④公共交通を守り育てる環境づくり 

 ・個々の公共交通のサービス向上、相互の接続強化及び町民の公共交通を守り育て

る意識の向上により、公共交通利用者数を維持・増加します。 

 

《目標指標》公共交通利用者数⇒維持・増加 

  路線バス（奈良交通） Ｈ33年度：現状維持 

  広陵元気号      現状：22,618人（Ｈ25年度） 

Ｈ33年度：27,000人（約20％増） 

 

《目標指標》公共交通に関する満足度⇒向上 

  地域公共交通に関する町民の満足度 現状  ：7.7％（Ｈ22年度） 

                   Ｈ33年度：15％ 
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４－５ 公共交通ネットワーク再構築の方針 

（１）ネットワーク再構築の基本的な考え方 

基本方針を踏まえ、ネットワークを構成する路線の機能別階層を設定し、その階層

ごとに必要とされるサービスを提供します。 

 

①公共交通の役割分担と連携、目標とするサービス水準の設定 

    本町では、鉄道、路線バス、広陵元気号、タクシーが相互に役割分担しながら連携

した公共交通ネットワークとすることが必要であり、下表のような役割分担で各々機

能充実を図ります。 

 

 表 公共交通システムの役割分担の考え方 

 本町での役割 サービス水準（想定される水準） 

広域幹線 

（鉄道） 

広域移動 通勤、通学での利用可能なサービス。

早朝から夜間まで１時間に１便以上

の運行本数を目指す。 町内幹線 

（路線バス・元気

号の一部） 

鉄道駅へのアクセス、隣接

市町との接続、町内移動 

町内支線 

（元気号の一部） 

町内移動を中心とし、各公

共施設、鉄道駅へのアクセ

ス交通 

買い物・通院等の利用。 

昼間のみで、１～２時間に１便程度

の運行。 

タクシー 個人の個別ニーズへの対

応 

24 時間、随時の運行。 

   

 

②公共交通再構築の基本的な考え方     

 

 

 

 

 

   

      

 

 

③広陵元気号の運行方式の考え方 

    広陵元気号については、現行と同じ定時定路線型とデマンド型の両方が考えられま

すが、利用実態や住民ニーズ等を踏まえて、望ましい運行方式を選択します。 

★鉄道・路線バスは、現行サービス水準を維持する。 

★路線バスと広陵元気号とを一体的に捉えて、住民ニーズにあった運行ルートに再

構築する。 

★広陵元気号については、住民アンケート調査で住民が行きたい行き先となってい

る鉄道駅（大和高田駅、箸尾駅）、町内の公共施設、スーパー、医療施設等へのア

クセスを重視する。 

★その際、まちづくりの拠点への連絡を考慮する。 
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 表 運行方式とその特性 

 定時定路線型 デマンド型 

概要 

・現行路線と同様に、決まったルー

トをダイヤ通りに運行。 

・予約による運行。 

・運行ルートが決まっていて、予約があ

ったときだけ運行する「路線型」、運

行ルートが決まってなく、一定の区域

内で運行する「区域運行型」がある。 

・乗降場所は、バス停を設置する場合と

どこからでも乗降できる場合の 2 種

類がある。 

車両 
・小型バス、ワンボックスカーなど。 ・小型バス、ワンボックスカー、タクシ

ーなど。 

利点 

・バス停に行けば時刻表に定められ

た時刻に乗ることができ、わかり

やすい。計画的な乗車が可能。 

・需要が多い場合は、効率的な運行

となる。 

・需要があったときだけ運行するので、

少ない需要の地域では効率的。 

・迂回が少なくなるため、一般的には、

目的地までの所要時間が短くなる。 

欠点 

・需要が少ないと、空気を運んでい

る、という批判がでることが多い。 

・1 つのルートで広い区域を運行する

場合、迂回が多くなり、所要時間が

かかる。 

・相乗りが基本なので、利用者が多くな

ると、複数の利用者の乗降場所、行き

先を巡ることになり、迂回が生じる。 

・乗車に対して事前予約が必要なため、

急な乗車ができない。また、予約手続

きが面倒。 

本町へ

の適合性 

・現在の広陵元気号は、１便あたり

4.2～6.4 人/便の利用者があり、一

定の需要があるため、適合性は高

い。 

・ルートの効率化、便数増により利

用者が増える可能性もあり、効率

的な運行となる。 

 

  

・現行の広陵元気号の前はデマンド方式

であったが、利用者が少なかったこと

から、慎重な対応が必要。 

・左記のとおり、現行路線でも一定の需

要があるので、この需要をデマンドで

運行しようとすれば、高頻度の運行と

なり、定時定路線に近い運行になって

しまう可能性がある。このため、本町

で導入する場合は、支線部分に導入す

ることを考える必要がある。 

 

 

 

 

 

 



32 

（２）路線バスルートの考え方 

高田・竹取公園行きのバス路線は、町の南北都市軸の一部を形成するバス路線として、

大和高田駅からイズミヤ、役場を通るルートへの変更を検討します。 

 

（３）公共交通ネットワーク   

  都市計画マスタープランに示されている将来都市構造の実現を目指すとともに、先に

示した地域公共交通の役割を踏まえ、本町に隣接する鉄道駅や地域の広域的医療機関で

ある国保中央病院へのアクセスを確保するとともに、町内各地域から役場周辺等の拠点

へのアクセスが可能なネットワークを形成します。 

  このため、鉄道駅に接続している路線バスを維持するとともに、広陵元気号について

は、町の東部地域の幹線として機能させるとともに、役場で町内全域を循環する支線と

の接続を行い、町内移動の利便性を確保します。 

  このような考え方で、幹線、支線を次のように設定します。 

 

①幹線（広域幹線、町内幹線） 

   ・鉄道、路線バスは、現行の運行水準を維持するように交通事業者に働きかけます。 

   ・広陵元気号の幹線路線は、大和高田駅、国保中央病院に接続するとともに、役場周

辺、はしお元気村の拠点を連絡します。 

    

②支線 

・地域内と町の中心拠点である役場周辺（役場、さわやかホール、中央公民館）及び

北部の拠点である「はしお元気村」へ接続するように工夫し、ほぼ町内全域を移動

できるようにします。 
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   ■公共交通ネットワーク図 

 

 

 

 

 

 

国保中央病院 

近鉄大和高田駅 町内幹線 

町内支線 

広域幹線 


